
製造現場環境改善事業助成金取扱要領 
 

１．助成金の趣旨 

事業者の人材確保や生産性の向上を促進するため、事業者が実施する製造現場の設備投資や改

修等を支援するものです。 

 

２．助成対象 

対象事業 対象者 要  件 

製造現場の気温対策設

備の整備又は粉じん対

策設備の整備 

製造業者 １ 中小企業者であること。 

２ 市内において自己の用に供する設備への投資であ

ること。 

３ 工場の製造現場の気温対策設備の整備にあって

は、冷暖房設備であること。 

４ 工場の製造現場の粉じん対策にあっては、換気装

置又は空気清浄機であること。 

５ 投資額の合計が 10万円以上であること。 

６ 市税を完納していること（住民票を市内に有して

いない個人事業主については、市税を課税され、完

納していること）。 

７ みなし同一事業者間での事業でないこと。 

※ 事業者とは、会社法上の会社及び営利を目的とし税務署長に開業届出書を提出している 

個人事業主をいう。 

※ 中小企業者とは、中小企業基本法上の中小企業者をいう。 

※ 国・県等の補助金と併用することはできない。 

※ みなし同一事業者とは、代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者 

並びに資本関係にある事業者をいう。 

※ みなし同一事業者間での事業とは、みなし同一事業者からの設備の購入等をいう。 

 

３．助成内容  

助成金の額 限度額 対象経費（全て消費税を含める） 

対象経費に 100分

の 20を乗じて得た

額以内 

１の年につき 

50万円 

１ 設備等購入費 

２ 工事費 

３ その他必要と認める経費 

※ 助成金算定額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成金の額

とする。 

※ 年度毎の限度額の累計は、当該年度の交付申請に対する額の合計とする。 

 

４．申請期限 

認定申請期限 交付申請期限 

助成対象事業の着手 30日前まで 助成対象事業の完了した日から 90日以内

（実質的に当該事業を終えた日及び支払い日

のうち、遅い日から 90日以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．助成金の申請手順及び提出書類 

手   続 提  出  書  類 

 

事業計画立案 

↓ 

計画認定申請 

↓ 

計画認定通知書

受理 

↓ 

事業の着手 

↓ 

事業の完了 

↓ 

助成金の交付申

請 

↓ 

交付決定通知書

受理 

↓ 

助成金請求書提

出 

↓ 

助成金の交付 

 

 

 

認定申請時の提出書類 備  考 

計画認定申請書 【第１号様式】 

事業概要書 【市様式】 

中小企業者チェックシート 【市様式】※法人のみ 

個人事業主チェックシート 【市様式】※個人事業主のみ 

商業登記簿謄本の写し 履歴事項全部証明書、現在事項全部証

明書又はこれらに準ずるもの 

当該設備の見積書の写し 左記がない場合は、投資予定金額の分

かる書類の写し（導入済みの場合、請

求書でも可） 

当該設備の図面又はパンフ

レット 

左記がない場合は、設備内容の分かる

書類の写し（導入済みの場合、設備の

全体と製造番号等の管理番号が分かる

設置写真でも可） 

会社概要  

その他 上記書類以外に必要と認めた場合は、

追加書類の提出を求める場合がある。 
 

交付申請時の提出書類 備  考 

助成金交付申請書 【第６号様式】 

事業内容書 【市様式】 

市税等調査承諾書 【市様式】※要代表者印 

交付申請時アンケート調査 【市様式】 

中小企業者チェックシート 【市様式】※法人のみ 

個人事業主チェックシート 【市様式】※個人事業主のみ 

請求書、契約書又は社内支

払帳票の写し 

左記がない場合は、見積書、社内決裁な

どの、事業の投資内容を証する書類の写

し 

領収書の写し 

 

左記がない場合は、銀行振込確認書や手

形の耳の写しなどの、事業の支出を証す

る書類の写し 

設備の設置写真 原則、一の設備について、次の事項が

明確な写真を添付。 

⑴設備の全体がわかるもの 

⑵製造番号等の管理番号がわかるもの 

※１枚の写真で、上記⑴⑵が不明瞭な

場合は、それぞれの写真を添付するこ

と。 

工場図面 工場のレイアウトが記載され、当該設

備の設置又は改修の実施場所が示され

ており、製造現場にて実施されている

ものであるとわかるもの 

会社概要  

その他 上記書類以外に必要と認めた場合は、

追加書類の提出を求める場合がある。 

 

助成金請求時の提出書類 備  考 

請求書 【第 13号様式】 

助成金交付決定通知書の写

し 

 

 



６．備考 

この要領は、春日井市商工業振興条例施行規則（昭和 62年春日井市規則第 19号）別表第

３（第５条関係）に定める製造現場改善事業助成金の取扱について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

７．問い合わせ 

 

春日井市産業部企業活動支援課 
電 話  ０５６８－８５－６２４７ 

ＦＡＸ   ０５６８－８４－８７３１ 

メール   kigyo@city.kasugai.lg.jp 

 R8.4 


